
賃貸住宅退去時のトラブルに気を付けて！
～入居時から対策をしておきましょう～

【問い合わせ】消費生活センター（東海村産業･情報プラザ「アイヴィル」内 ☎287-0858）

　３月は、進学･就職･転勤など新生活
に向けて引っ越しする方も多いと思い
ます。きれいに掃除して退去したはず
が、家主からクロスの張り替え費用や
高額な原状回復費用など、思わぬ請求
をされる場合があります。

【事例１】賃貸マンションを退去する際、各部屋のク
ロス張り替え費用を、契約書の特約条項にあるハ
ウスクリーニング費用と一緒に請求された。ハウ
スクリーニング費用は契約する時に説明があり、
契約書にも明記されているが、クロス張り替えは
契約書に記載がなく、入居した時からあった傷も
費用に含まれており納得できない。

【事例２】賃貸アパートを退去した後、高額な原状回
復費用を請求された。入居する時、室内の壁紙や
フロアマットは前の住人が汚したままで、管理会
社の担当者も確認していた。退去にあたり、立ち
会いはなかった。

▽賃貸借契約をする前に、貸主側（管理会社や不動
産業者、大家等）から説明される契約内容をよく
聞き、 不明な点はその場で確認するなど、理解し
た上で契約するようにしましょう。特に、禁止事
項や修繕に関する事項のほか、退去する際の費用
負担に関することは必ず確認しましょう。

▽入居する時は、賃貸住宅に傷や汚れがないか、備
え付けの設備がきちんと動作するかなど、できる
限り貸主側と一緒に入居時の状況をしっかりと確
認しましょう。

▽退去する時は、入居時と同様できる限り貸主側と
一緒に、記録を残しながら賃貸住宅の現状を確認
しましょう。
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トラブルに遭わないために…

相 談 事 例！

困ったときや不安を感じたときは、 一人で悩ま
ずに、 すぐに消費生活センター (☎287-0858)や
消費者ホットライン（☎188）へご相談を！
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